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Ⅰ

著者のRachel Burr（以下，Burr）は，文化人類

学者であり，ソーシャル・ワーカーでもある。２０００

～０３年にイギリスのオープン大学でchildhood

studiesを教え，２００３～０５年にはウィスコンシン大

学文化人類学部に客員研究員として在籍した。帰国

後，再びオープン大学に戻り，子どもを対象とした

ソーシャルワークに従事している。本書はBurrが

１９９６～９８年にベトナムの首都ハノイに滞在した際の

研究成果をまとめたものである。

Ⅱ

本書の構成は次のとおりである。

第１章 Childhoodとは？

第２章 ベトナムへの背景

第３章 子どもの権利と国際援助コミュニティ

第４章 なぜ子どもたちが働くのか

第５章 路上の子どもたち

第６章 リフォーム・スクールにおける生活

第７章 差別のない小児期

第８章 施設の生活と子どもたちの処世術

第９章 グローバル・マージン上の子どもたち？

以下，それぞれみていくことにしたい。

第１章では本書のアプローチとともに，しばしば

発展途上国にそのまま適用される「国連子どもの権

利条約」（UNCRC）に対するBurrの認識が示され

る。

Burrによれば，本書で述べるアプローチは

UNCRC，国際開発，人権に関する考察を踏まえた

上での文化人類学的フィールドワークに基づいてい

る。そして，本書の核にはベトナム滞在中に会った

子どもたちの声と経験がある（p．１）。

UNCRCは「子どもの権利に関する宣言」が３０周

年を迎えた１９８９年１１月２０日に国連総会で採択された

条約であり，同年に同条約に調印したベトナムは９０

年にアジアで初めて批准国となった。ベトナムで展

開される子どもに対する社会政策はアクターによら

ず，同条約の影響が大きいという（p．２）。

Burrの立場は，UNCRCにはChildhoodを「未成

熟」（immaturity），「大人への準備段階」ととらえ

るなどの西欧モデルの影響がみられ，他の地域，特

に途上国にそのまま適用することは無理があるとい

うものである（p．２）。Burrは歴史的文脈を検討し，

Childhoodを「未成熟」，「大人への準備段階」と位

置付ける認識は，西欧と北米に特有の歴史的，政治

的，経済的，社会的な発展から生じてきたものであ

り，これがUNCRCを支える哲学に結びついている

と捉えているのである（p．１０）。

BurrはUNCRCをそのまま途上国に適用すること

が困難である事例をいくつか挙げている。例えば，

子どもの労働については子どもの労働を奨励する立

場に立つものではないが，多くの低所得国の家庭に

おいては，否応なしに子どもの労働が必要とされる

現実があり，こうした状況を短期間で変えることは

できない（p．５）。また，初等教育や十分な栄養に

ついても，十分な条件が整って初めて実現できるも

のだと主張する（p．１５）。そして，大人が率いる家

族において子どもが成長することを重視する

UNCRCの姿勢は，時に家族のもとに戻りたくない

という子どもの意思と衝突するという（p．１５）。

このように，BurrはUNCRCをそのまま当該国に

適用，実現しようとすることには無理があり，現地

の文脈を尊重することが必要との立場をとる。

第２章ではベトナムの地理，歴史，仏教・道教の

影響や精神性なども含めて社会について説明がなさ

れ，それらが現代に生きるベトナム人にどのような
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影響を与えているのかについて論じられる。ベトナ

ムは集団社会であり，一党支配が続く政治体制も個

人をベースとした人権理解を受け入れていない。ベ

トナムには本質的に個人ベースの人権理解はいまだ

根付いていないとの見解が示され，西欧ベースの考

え方の影響を受けたUNCRCとの非「親和性」が示

唆される。

第３章では，国連，世銀，NGOなどの国際援助

コミュニティと子どもの人権との関わりが描かれる。

Burrは国際援助コミュニティが信奉するUNCRCを

ベトナムの状況を判断する物差しとして直接的に用

いていいのかと問う。現地で活動を行うUNCRCを

支持する大規模なNGOはUNCRCが普遍性を持つも

のと見做し，互いの活動や規模の小さなNGOに関

心を払わない傾向があるという。Burrは，規模は

小規模でもローカルスタッフと緊密に働き，ベトナ

ムの文化，現実的コンテキストに依拠して活動を行

っているNGOの活動に共感を示す。

第４章では子どもの仕事について述べられる。子

どもは働くべきでないという西欧で支配的な見方を

杓子定規に適用することは有効的ではないというの

がBurrの立場である（pp．８５，１０７）。発展途上国の

多くの子どもは生活のために選択の余地なく働かな

ければならず，また，子どもの経験，働く環境はそ

れぞれ多様であり，近年では子どもの持つ逆境を乗

り越える力，ケイパビリティ，弾性への認識が高ま

っている。そして，過酷な経験をする子どもがいる

一方で，なかには仕事を通じて喜びや社会的地位を

得ている子どももいることが指摘される。影響力の

ある国や西側諸国にとって好ましい資源の不平等な

分配の結果として，貧しい発展途上国の現状があり，

そのために子どもが働かなければならない状況があ

るとBurrは認識している。理想主義に走り，子ど

もが働くことを全面的に禁止するよりも，子どもの

労働は世界のどこにでもある現実であることを認め，

働いている場所で保護される状況を確保，生み出す

ことの方が，子どもを救うための現実的な対処法と

して有効であるとする。他方，社会政策の立案者に

よってさえ子どもの労働条件の現実が適切に理解さ

れていないとし，どれだけの数の子どもが，どこで

働いているかも把握できていない状況の下で，支援

策を立案することは困難であると指摘される。

第５章では，「通り」で働く子どもについて主に

論じられる。Burrは自らの経験に基づき，一般的

に用いられる“street child”というタームに付随す

るイメージに対する「違和感」を表明する。「通り」

で働く子どもたちにはHIVや薬物の問題などさまざ

まな危険がつきまとう。だが，現実に地域経済に貢

献し，自らの生活レベルを高めていく子どもたち，

「通り」で働くことが有益であることを示す子ども

たちもいるという。そうしたことからBurrは

「UNCRCを通して働く援助機関の意図は野心的に

過ぎ，現地の理想や期待からかけ離れている」

（p．１３３）との結論に至る。そして，選択肢の限ら

れる子どもたちの状況を現地の文脈に即して身の丈

で理解する，少数のNGOスタッフや市井の人々に

よる支援を評価し，期待をよせる。

第６章では，「通り」で非合法に働いたりあるい

は物乞いをしたりして補導された子どもたちが収容

されるリフォーム・スクールについて述べられる。

Burrはベトナム滞在中，あるリフォーム・スクー

ルに約２年の間，週１回もしくは２回のペースで継

続的に訪問する機会を得ており，その経験に基づい

てまとめられている。子どもたちの間の関係にまで

観察の目を広げ，職業訓練プログラムに子どもが参

加するのを見てUNICEFのスタッフが児童労働に与

していると批判したエピソードを紹介し，外の世界

に戻る子どもたちの積極的復帰のための準備であり，

現地や子どもの立場，状況に即して取り入れられた

プログラムだとして，逆に評価をする。地域のコミ

ュニティ，現地の文化基準を尊重することが大切で

はないかとの立場がここでも示される。

第７章では，子どもたちへのUNCRCの適用可能

性を，実際にアクセスしえた孤児院，視覚障害者を

受け入れている教育施設を舞台にして，ジェンダー

と障害という２つの問題から見ている。例えば後者

では視覚障害児童の将来を考えて職業訓練を取り入

れ，非障害児童とのフルインテグレーションは実現

しえていなかった。UNCRCを信奉するあるNGOの

責任者はこれをみて批判したという。これに対し
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Burrは「出会った子どもたちが，それらの組織が

もし存在しなかった場合よりも，幸せと感じている

かどうか」という観点を重視する姿勢を示す

（p．１８６）。

また，ベトナムはUNCRCを締結している以上，

実行の義務が伴うが，Burrによれば，UNCRCの内

容は野心的で多岐に渡っており，現実的にはすべて

を実行することは不可能である。すると，限られた

ベトナムのリソースをどこに投じればいいのかとい

うことが大きな問題となる。UNCRCが求めるよう

にすべての該当年齢児童に初等教育を提供すること

を目指すのか，それとも障害児に対する教育機会を

重視すべきなのか，あるいは両者を同時に追求する

のか。こうした問題はUNCRCのクレディビリティ

の中核を撃つジレンマであるとの指摘もなされる。

第８章では施設における子どもたちの間の助け合

いなど，身の処し方について述べられる。例えば，

リフォーム・スクールの子どもたちが同じ刺青を入

れるのは助け合い，慰めあう仲間のあかしであると

いう。施設が求める生活に子どもたちを過度に慣ら

すことに賛成ではないBurrは，そうした子どもた

ち自身の営みを温かい目でみているように思われる。

他方，Burrが訪れた孤児院，リフォーム・スクー

ルともに基本教育を施しており，子どもたち自身も

それについて感謝しているとして，肯定的な評価を

示している。

最終章では，ベトナムでの経験，出会った子ども

たちの存在について総括がなされる。Burrは自身

の立場は少数派であるとしつつも，自身がベトナム

で出会った子どもたちを社会の片隅に置かれた存在

としてではなく，社会の主流に位置するものとして

捉える。Burrは子どもたちの「強さ」を認識する。

彼らの稼いだお金は彼らの住む地域で使用されるし，

さらなる教育や自身の家族を持つことに対する子ど

もたちのアスピレーションは，彼らを社会のメイン

ストリームにしっかりと位置付けているという

（p．２０８）。

そして，ここまで示してきた現地の文脈，現場，

子どもたちの立場に身を寄せる姿勢に即し，私たち

の良心を慰めることのみに資する仰々しい人権スキ

ームよりも，現地の望むことに注意を払い，現実的

な人権を導入することが真に求められているとの判

断を示している。

Ⅲ

評者は児童福祉を専門とする者ではないが，ベト

ナム地域研究に携わる者としての立場からベトナム

の事情について若干紹介した上でコメントを付し，

本書評の結びとしたい。

ベトナムにおいては，児童福祉の関連で，２００４年

５月１１日～６月１５日に開かれた第１１期第５回国会で

「子どもの保護・養護・教育法」が可決されている。

同法は１９９１年に制定された同名の法律に代わるもの

であり，１６歳未満のベトナム公民を「子ども」（tre

em）と規定し，子どもの基本的権利・本分や子ど

もの保護，養護，教育における家庭，国家，社会の

責任などについて定めている。なお同法は２００５年１

月１日に発効した。

子どもの問題に関わって留意すべき重要なもうひ

とつの動きとして，２００７年７月１９日～８月４日に開

かれた第１２期第１回国会で，子どもに関する問題を

担当してきた人口・家族・児童委員会の解体が決ま

ったということがある。この動きに伴い，労働・傷

病兵・社会問題省が子どもに関わる問題を所管する

ことに決まった（注１）。

またベトナムでは，例えば現体制を支えるベトナ

ム共産青年団，ベトナム女性連合，ベトナム農民会

などの政治社会組織も「子どもの保護・養護・教育

法」とともにUNCRCの普及，浸透に努めており，

担当幹部が関連資料の供給を十全に図る必要に言及

するなど，国・体制としてUNCRCの普及・浸透に

前向きに取り組む方向にある［Nguyen Trong An

２００９，１７―１８，３６］。そして，２００５年６月１日からは

６歳未満の子どもには診療カード（the kham, chua

benh）が発行され，制度上は無料で診療が受けら

れるようにするなど，子どもの健康を守るための取

り組みも行われている（注２）。

以下，コメントに移ることにしたい。

最初に，BurrはUNCRCの内容を発展途上国にそ
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のまま適用することに批判的であるが，ベトナムの

社会・文化，国家の方針の文脈に照らしてそれと親

和的な部分もUNCRCにはみられることを指摘して

おきたい。

たとえば，UNCRCの第５条では，子どもたちを

導く上での両親，家族の責任・権利を尊重すべきと

している。また，第１８条でも子どもを導き育てる上

での両親の責任について言及されている。もちろん

異なるケースも多々存在するであろうが，２００５年か

ら障害者家庭の訪問調査を行ってきた経験に基づい

て判断すれば，ベトナムではそれぞれの生活を支え

る上で両親を中心とする家族の存在は総じて大きい

と考えられる。地域によって差はあるが，祖先崇拝，

すなわち家族の系統を重視する伝統も存在する。し

たがって，こうした両親や家族の役割を重視する

UNCRCの立場は，既存のベトナム社会・文化に親

和的なのではないかと考えられる。

次に本書が考察の対象としている子どもの労働に

ついては，ベトナムでは労働法により，子どもの労

働参加は１５歳から，職芸の学習については１３歳から

正式に認められる。また，労働・傷病兵・社会問題

省傘下の子ども保護・養護局局長の職にある

Nguyen Hai Huuがその論考で，子どもの未来，将

来的な仕事の獲得における教育の役割の重要性を強

調し，子どもの労働への参加が子どもの教育機会の

放棄ひいては職業学習の機会喪失に結びつき，それ

がさらに子どもの非熟練労働への参加，それに起因

する低収入，そして貧困に結びついていくとの見解

を示すなど［Nguyen Hai Huu２００９，１５―１６］，初等

教育をはじめ子どもに対する教育を重視する

UNCRCの立場と同様の見解を持っていると考えら

れる。

また，例えばベトナムでも，他国と同様に子ども

に対する性的虐待の問題が対策の必要な問題として

浮び上がっている。２００５～０７年に当時６４あった省・

中央直轄市のうち（０８年途中よりハノイ市とハータ

イ省が統合され全国６３省・中央直轄市となってい

る），５７省・中央直轄市で実施された調査において

は，２２４０件，２３４８人の被害者が見つかっているとい

う［Le Ha２００８，５１―５２，５６］。UNCRCは第１９条で

虐待，第３４条で性的虐待からの子どもたちの保護や

防止について言及している。ベトナムでは２００７年１０

月２２日～１１月２１日に開かれた第１２期第２回国会で家

庭内暴力防止・取締法が可決されているが，子ども

たちにとってUNCRCの存在はたとえ現実的に十分

な効果がないとしてもなお，意義あるものと考えら

れる。

それでは，UNCRCを信奉する国連，国際機関，

そうした国際機関などから評価を受けている国際

NGOとベトナム政府の意見・立場に相違はないの

であろうか。

Burrによれば，UNCRCを信奉する国連，国際機

関，そうした国際機関などから評価を受けている国

際NGOはUNCRCの普遍性を支持する立場に立ち，

現地の状況についてUNCRCを物差しとして判断す

る傾向がある。

これに比べ，ベトナム政府は，もう少し柔軟に状

況を捉え，UNCRC，そして国内法をも将来的には

すべての条項を実行すべき「目標」として認識して

いる部分があるのではなかろうか。例えば，先に挙

げたNguyen Hai Huu（２００９，１６）では，公式的教

育がもし適用困難な場合，非正式なアプローチを用

いるなどして，教育機会を働く子どもに可能な範囲

で提供するといった現実的な対応を提起している。

こうした立場は，現地に対するしっかりとした理解

に基づいて，ベトナムの実際の状況に相応しい，地

域的文脈に即した現実的対応を是とするBurrの立

場により近いのではないかと考えられる。

評者が本書を基に判断する限りでは，UNCRCを

信奉する国連，国際機関，そうした国際機関などか

ら評価を受けている国際NGOとBurrの立場の中間

に，ベトナム政府の立ち位置・処し方があるように

思われる。Burrが指摘するように，UNCRCには現

状では実行が容易ではない条項が含まれるかもしれ

ない。しかし，早急に実現することは容易でないに

せよ，将来的に実現すべき「目標」もしくは規範と

しての意義がUNCRCにはあるのではなかろうか。

自身が批判する一部のNGOのように，現場におい

て絶対に実行すべき事項，物差しとしてUNCRCを

位置付けるのではなく，将来的に実現すべき「目標」
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としてそれを読みかえるのであれば，優先順位をい

かにつけるのかという問題は残るにせよ，Burrも

また異なる評価を下すのではなかろうか。

土屋健治は地域研究について，「一方では地域の

側からの深く重い問いかけに出合い，他方では（中

略）普遍世界の高みから発せられてくる問いかけに

出合って，それぞれの問いかけを一つの脅迫観念と

してひきずっていくことにほかならない」と述べて

いる［土屋１９９０，２］。

これと同じような営みをベトナムの児童問題の専

門家とこれに関わる外国人専門家は行っていかざる

をえないのではないか。子ども自身の処世・意見を

尊重し，その力を信じつつ，ベトナム滞在から本書

がなるまでのおよそ１０年間，Burrはそうした営み

を行ったように評者には思われる。

（注１） 同省傘下には子ども保護・養護局（Cuc

Bao ve, cham soc tre em）が設置されている。

（注２）２００８年の後期国会で可決され，０９年７月１

日に発効した医療保険法でも６歳未満の子どもは医療

保険の加入対象とされ，診療費・治療費の支払いが免

除されると定められている。
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